
 

＜重要事項説明書 別紙＞  

 

１ 利用料金 

（１）基本料金（１日につき） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３～４時間未満  ４１６単位  ４７８単位  ５４０単位  ６００単位  ６６３単位 

４～５時間未満  ４３６単位  ５０１単位  ５６６単位  ６２９単位  ６９５単位 

５～６時間未満  ６５７単位  ７７６単位  ８９６単位 １０１３単位 １１３４単位 

６～７時間未満  ６７８単位  ８０１単位  ９２５単位 １０４９単位 １１７２単位 

７～８時間未満  ７５３単位  ８９０単位 １０３２単位 １１７２単位 １３１２単位 

 

（２）加算される料金（１日につき） 

項   目 単位数 備   考 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位 入浴を利用した場合 

個別機能訓練加算Ⅰ（イ） ５６単位 計画書に基づき実施した場合 

サービス提供体制強化加算Ⅱ １８単位 介護福祉士が５０％配置されている 

※上記料金に市町村から通知された負担割合証に応じた額が自己負担となります。 

 

  ※その他の加算 

   ①介護職員等処遇改善加算Ⅰ：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の 

    9.2％を乗じて算定します。 

  地域区分が高崎市は６級地になり、1 単位あたりの単位が 10.27 円となります。 

 

※利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合、片道につき４７単位を減算します。 

 

 

（３）介護保険対象外サービス 

項   目 利 用 料 金 

食費 
昼食代 640 円/日 おやつ代 60円/日（全額自己負担） 

10:00 までキャンセル可         

レクリエーション材料費 実費相当分 

おむつ代 
パット１枚－５０円 おむつ１枚－７０円 

もしくは同等の物を持参していただく 



 

  

２ キャンセル料 

  利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

項     目 キャンセル料 

①ご利用日の前日午後５時までにご連絡いたたいた場合 無  料 

②ご利用日の当日午前９時までにご連絡いただいた場合 利用料金の１０％ 

③ご利用日の当日午前９時までにご連絡がなかった場合 利用料金の２５％ 

※上記金額は、全額自己負担となります。 

 

３ 支払方法 

お支払い方法は、口座自動引き落とし、口座振込、現金集金の３通りの中からご契約の際

に選べます。 

  請求書は毎月１０日以降にお渡ししますので、月の末日以内にお支払いください。 


